
介護職員処遇改善加算を取得している、勤続１０年以上の介

護福祉士がいること等

介護報酬（処遇改善・ベースアップ加算を除く）＋各種加算×2.7％

※その他、医療費・理美容代・電化製品使用費（電気代）・行政手続き代行費・送迎費・日用品等の個人専有となる
　ものについては、自己負担となります。
医療費

理美容代

電化製品使用費

送迎費

お小遣い

もりおか往診ホームケアクリニック受診料／トマト薬局代

６５０円

１，４４５円

２割：１，８８４円

１日あたりの料金

１割負担

新規入居後３０日間、また３０日以上に渡る入院後に再入居さ

れた場合（再入居後３０日間に限り）
初期加算 ３０円 ６０円 ９０円

第３段階②

※世帯分離済においても、配偶者が課税されている場合は対象外。詳しくは、市の介護保険課へご相談下さい。

●利用料金

１，３１０円

２，００６円

８２０円

８２０円

３段階①

２割負担 ３割負担

４段階（基準額）

●上記に加え、下記の加算分等を請求させて頂きます。

１，３１０円

２，００６円

１８８，２６３円

１９４，５８７円

算　定　要　件

３９０円

６５０円

１段階

２段階

３段階①

４段階（基準額）

地域密着型特別養護老人ホーム　ふじの　利用料金表　　Ｒ4年10月～

●所得の状況に応じ負担段階により負担軽減の対象となります

・生活保護受給者　　・老齢福祉年金受給者

・本人の預貯金が１，０００万円以下、夫婦で２，０００円以下の方

・課税年金収入額と合計所得金額の合計が８０万円以下の方

対　　象　　者 区　分

住民税課税世帯の方（障害者年金・遺族年金も収入対象）

利用者負担

第１段階

第４段階

・課税年金収入額と合計所得金額の合計が８０万円以下１２０万円以下の方

・本人の預貯金が６５０万円以下、夫婦で１，６５０万円以下の方

・本人の預貯金が５５０万円以下、夫婦で１，５５０万円以下の方

・課税年金収入額と合計所得金額の合計が１２０万円超の方

・本人の預貯金が５００万円以下、夫婦で１，５００万円以下の方

第２段階

第３段階①

１，３１０円

６２，４０３円

８５，６５３円

３割負担

要介護３

１８１，６６０円

２割：１，６０６円

１割：　　８０３円

１５６，７６７円

３段階② １，３６０円 １，３１０円

認定証

５９，６１３円３００円

６５０円

１段階

３９０円２段階

３段階②

区分 １日の利用料 食費 居住費
１割負担 ２割負担

月額合計（３１日）負担限度額

要介護４

１割：　　８７４円

８７，８５４円

１３４，０７５円

２段階

３段階①

８２０円

８２０円

１３１，８７４円

６１，８１４円

６４，６０４円

２，００６円

８２０円

８２０円

１６５，３８５円

２４時間の連絡体制を確保している場合

日常生活継続支援加算（Ⅱ）

要介護５

２割：１，７４８円

１割：　　９４２円

４段階（基準額）

加　算　名

１３６，１８３円

１６１，１６９円

看護体制加算（Ⅱ）イ ２３円 ４６円 ６９円

要介護４・５の入居者が７０％以上、又は認知症日常生活自立

度Ⅲ以上が６５％以上、また痰吸引が必要な入居者が１５％、

かつ介護福祉士有資格者が基準以上配置されている場合

４６円 ９２円 １３８円

６３，９２２円

看護職員を常勤換算方法で２名以上配置している。また、

変動あり

変動あり

変動あり

変動あり

変動あり

介護職員処遇改善加算（Ⅰ）

介護職員等ベースアップ等支援加算

入院又は外泊時、月に６日間を限度で算定７３８円４９２円２４６円外泊時費用

キャリアパス要件①～③を満たし、介護職員の処遇改善を実

施している場合
介護報酬（特定処遇改善・ベースアップ加算を除く）＋各種加算×8.3％

介護職員処遇改善加算を取得し、介護職員等の賃金改善を

行っていること等

介護報酬（（特定）処遇改善加算分を除く）＋各種加算×1.6％

変動あり

介護職員等特定処遇改善加算（Ⅰ） 変動あり 変動あり 変動あり

カット・顔剃り代　　 業者の価格

電化製品（テレビ・冷蔵庫・加湿器・電気毛布等）使用電力等計算し１日５０円

もりおか往診ホームケアクリニック以外の病院受診や私的外出時、片道１，８４０円

活動の商店で日用品やおやつ等購入　　２，０００円～３，０００円程度

１１１，９７２円

世帯全員が
住民税非課税世帯

１，３６０円 １，３１０円

３段階② １，３６０円 １，３１０円

３割：２，４０９円

３割：２，６２２円

３割：２，８２６円

１０７，６６３円

１０９，８６４円

８９，９６２円

６６，７１２円

１，４４５円

３００円

３９０円

１，４４５円

３００円１段階



配置医師緊急加算の基準に該当し、看取り介護加算（Ⅰ）の要件を満たす場合死亡日以前31日
以上45日以下
死亡日以前4日
以上30日以下
死亡日以前2日
又は3日
死亡日

看取り介護加算（Ⅱ）

７２円 １４４円 ２１６円

１４４円 ２８８円 ４３２円

７８０円 １，５６０円 ２，３４０円

１，５８０円 ３，１６０円 ４，７４０円

入所日に限り 入所日に限り
２０円 ４０円 ６０円

安全管理部門を設置し組織的に安全対策を実施する体制が整備されている、担当者が
安全対策に係る外部研修をうけている場合

死亡日以前2日
又は3日

２１６円
常勤看護師を１名以上配置し２４時間連絡体制を確保。看取りの指針を定め家族に同意
を得る。多職種協議の上、適宜指針の見直しを行う。看取りの研修を行っている。看取り
を行う際は、個室や静養室の利用を配慮する

１４４円 ２８８円

安全対策体制加算
入所日を限度

看取り介護加算（Ⅰ）

死亡日以前31日
以上45日以下
死亡日以前4日
以上30日以下

介護福祉士が８０％以上、勤続年数１０年以上の介護福祉士が３５％以上の場合

介護福祉士が６０％以上の場合

介護福祉士が５０％以上、常勤職員が７５％以上、勤続年数７年以上の職員が３０％以上

（Ⅰ）
（Ⅱ）
（Ⅲ）

サービス提供体制強化
加算

２２円

死亡日

６８０円 １，３６０円 ２，０４０円

１，２８０円 ２，５６０円 ３，８４０円

４３２円

６６円
１８円 ３６円 ５４円
６円 １２円 １８円

７２円 １４４円

４４円

１月につき
１０円

医師が入所者毎医学的評価をし厚生労働省に提出し、必要な情報を活用している、他
職種が共同し支援計画を作成しケアを実施、３ヶ月に１回支援計画を見直している場合

科学的介護推進体制加算
（Ⅰ）

（Ⅱ）

１月につき １月につき １月につき
４０円 ８０円 １２０円
５０円 １００円 １５０円

入所者毎のADL値、栄養状態、口腔機能、認知症の情報を厚生労働省に提出、　施設
サービス計画を見直す等必要な情報を活用している場合

（Ⅰ）に加え入所者毎の疾病の情報を厚生労働省に提出した場合

自立支援促進加算
１月につき １月につき １月につき

３００円 ６００円 ９００円

褥瘡マネジメント加算

認知症専門ケア加算

（Ⅰ）同様。褥瘡発生リスクがあるとされた入所者について褥瘡の発生がない場合

排せつ支援加算

（Ⅰ）

（Ⅱ）
（Ⅲ）
（Ⅳ）

１５円 ３０円 ４５円
２０円 ４０円 ６０円

１００円 ２００円 ３００円

（Ⅰ）。入所時と比較し改善し悪化がない、おむつを使用しなくなった場合

（Ⅰ）（Ⅱ）同様。

適切な対応をすることで要介護状態の軽減が見込まれると判断した場合、多職種が共
同し支援計画を作成し、支援を継続して行った場合

１月につき １月につき

（Ⅰ）

（Ⅱ）
（Ⅲ）

１３円 ２６円 ３９円
１０円 ２０円 ３０円

１月につき
３円

（Ⅰ）同様。情報を厚生労働省に提出し、必要な譲歩を活用している場合

在宅復帰支援機能加算

在宅・入所相互利用加算

１０円

４０円

１，９５０円
１，３００円

施設のケアマネは退所にあたり、心身の状況の情報を在宅のケアマネに提供しながら、
互いに在宅生活の継続を支援した場合

３００円

配置医師緊急時対応加算

１２円 １８円
早朝又は

夜間
深夜

１００円 ２００円

６円

２，６００円 ３，９００円

障害者生活支援体制加算
（Ⅱ）

２５円 ５０円 ７５円

４１円 ８２円 １２３円
（Ⅰ） ２６円 ５２円

（Ⅱ）
ADL維持加算

（Ⅰ）
１月につき １月につき １月につき

３０円 ６０円 ９０円
６０円 １２０円 １８０円

個別機能訓練加算（Ⅰ）を算定し、個別機能訓練計画書等を厚生労働省に提出し、有効
な情報を活用した場合

看護職員や介護職員、相談員等他職種と共同して、入居者毎に個別機能訓練計画書を
作成し、機能訓練を行っている場合１２円 ２４円 ３６円

施設利用期間が６ヶ月を超えるものが10人以上、ADL値を測定し厚生労働省に提出、
ADL利得値の平均が１以上である場合

ADL利得地が２以上である場合

若年性認知症者入所者受入加算

５円 １０円 １５円 精神科医師による療養指導が月２回以上行われている場合

個別機能訓練加算
（Ⅰ）

（Ⅱ）
１月につき １月につき １月につき

２０円 ４０円 ６０円

３６０円２４０円１２０円

個別機能訓練加算を算定している場合

２０円 ３０円

医師の指示に基づき多職種が共同し、経管から経口摂取を進めるための経口移行を進
めるための経口移行計画を作成し管理栄養士や看護職員による支援が行われた場合

摂食機能障害を有する入所者に対し、多職種が共同して食事の観察や会議等を行い、
経口維持計画を作成し、医師の指示を受けた管理栄養士が栄養管理を行った場合

歯科衛生士が口腔ケアを月２回以上行う　歯科衛生士が介護職員に助言指導を行う、
歯科衛生士が介護職員の相談に応じた場合

食事の提供が管理栄養士によって管理されている、入居者の状況によって適切な栄養
量及び内容の食事が提供されている場合

医師が早朝（６～８時）、夜間（１８～２２時）に施設を訪問し診療を行い、かつ診療を行っ
た理由を記録した場合

在宅へ退所するにあたり家族と連絡調整を行う。入居者が希望する居宅支援事業所に
対し必要な情報の提供と、居宅サービス利用の調整を行った場合

上記同様、深夜（２２時～翌６時）

経口維持加算（Ⅰ）を算定し、医師等が食事の観察や会議に参加した場合

２０円 ３０円

８０円 １２０円

３ヶ月に１回評価し厚生労働省に提出し、必要な情報を活用、他職種が共同し褥瘡ケア
計画を作成、記録、３ヶ月に１回褥瘡ケア計画を見直している場合

１月につき １月につき
６円 ９円

７日を限度 ７日を限度
４００円 ６００円

１８３円

１月につき １月につき １月につき
１００円 ２００円 ３００円生活機能向上連携加算

（Ⅰ）

（Ⅱ） ２００円 ４００円 ６００円

常勤の看護師を１名以上配置している場合

●各種加算について（ふじのが算定要件に該当した場合、下記の加算を順次請求させて頂くことになります）

加　算　名 1割負担

若年性認知症入居者に対し個別に担当者を決め、担当者を中心にサービス提供を行っ
ている場合

入院し再度入所後、施設の管理栄養士と病院の管理栄養士が連携し、栄養ケア計画を
策定した場合

退所後のサービスについて相談援助を行い、かつ市町村や介護支援センターに入所者
に係る情報を提供した場合

再入所時栄養連携加算

看護体制加算（Ⅰ）イ １２円 ２４円 ３６円

夜勤を行う職員数が、最低基準を１人以上上回っている場合４６円 ９２円 １３８円
夜勤職員配置加算

（Ⅱ）イ

（Ⅳ）イ
夜勤を行う職員数が、最低基準を１人以上上回っており、かつ喀痰吸引等が出来る介護
職員を配置した場合

OT・PT・ST等が施設を訪問し、機能訓練指導員と共同して、入居者毎の計画書を作成
し、計画的に機能訓練を行っている場合

２割負担 ３割負担
１日あたりの料金 算　定　要　件

６１円 １２２円

退所時相談援助加算
１回を限度 １回を限度 １回を限度

４００円 ８００円 １，２００円

１回を限度 １回を限度１回を限度退所前訪問相談援助加算
退所後訪問相談援助加算

退所後サービスを利用する場合、入所者が希望する居宅介護支援事業所に対し情報を
提供し、かつ居宅支援事業所と連携し、サービスに関する調整を行った場合

１月につき
９０円

１月につき
１８０円

１月につき
２７０円

２８円 ５６円 ８４円

管理栄養士または栄養士を配置、他職種と共同して作成した栄養ケア計画に従い観察
や調整を行う、栄養状態の情報を厚生労働省に提出し必要な情報を活用している場合

１回を限度 １回を限度 １回を限度
５００円 １，０００円 １，５００円

１月につき １月につき

１１円 ２２円 ３３円

専従の常勤医師を配置している場合

（Ⅰ）同様。視覚障害者等が50/100以上

４６０円 ９２０円 １，３８０円
入所期間が１月超える場合の退所について居宅を訪問し、相談援助を行った場合

退所後３０日以内に居宅を訪問し相談援助を行った場合

１回を限度１回を限度 １回を限度
２００円 ４００円 ６００円

７８円 視覚障害者等が30/100以上おり、常勤１名障害者生活支援員を配置している

介護必要な認知症者の占める割合が１/２以上、認知症に係る専門的な研修を終了し、
チームとして認知症ケアを実践している、技術的指導会議を定期的に開催している場合

（Ⅰ）いずれも適合、研修終了者を１名配置し認知症ケアの指導を実施、介護・看護職員
毎の認知症ケアに関する研修計画を作成し研修を実施している場合

医師が認知症の行動・心理症状が認められ、在宅生活が困難で緊急に入所することが
適当であると判断した者が入所した場合

療養食加算
１食につき １食につき １食につき

１回につき
６５０円

１回につき
１，３００円

１回につき

６円（Ⅰ）

（Ⅱ）

認知症行動・心理症状緊急対応加算
７日を限度

２００円

３円

４円 ８円

９円

１２円

退所前連携加算

口腔衛生管理加算
（Ⅰ）

（Ⅱ）

経口維持加算
（Ⅰ）

経口移行加算

１月につき
４００円 ８００円 １，２００円

（Ⅱ）

１１０円 ２２０円 ３３０円

栄養マネジメント強化加算


